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（目的）
第１条　本細則は、一般社団法人日本歯車工業会（以下「本会」という）が主催するJGMAギヤカレッジの受講者選抜のための細則として定め、適用するものである。

（受講者の定義）
第２条　本細則においてJGMAギヤカレッジの受講者とは、本会の会員並びにわが国機械産業に関わる日本法人企業所属社員であり、本会規定並びに本細則の定める応募・選抜方法を承諾のうえ受講手続きを行い、本会が受講を承諾したものをいう。

（受講定員）
第３条　本細則により、上記定義の受講者は基礎（マスター）コース、 応用（プロフェッショナル）コースの2区分により別個に募集し、本会規定の基本理念に沿って受講定員を各々最大30名、20名とする。

（受講者選抜）
第４条　JGMAギヤカレッジの受講者選抜は、「JGMAギヤカレッジ企画・運営委員会業務規定」並びに「ギヤカレッジ業務マニュアル」に準拠して、JGMAギヤカレッジ企画・運営委員会（以下「企画・運営委員会」という）が本会事務局とともに主体的に運営にあたる。
２．受講者選抜の要領を以下の各号とし、受講者募集案内に明記する。
　　（１）「企画・運営委員会」において、受講者募集案内及び募集開始日時を立案し、本会HPに掲載、周知する。
　　（２）募集期間を、原則として開始後15日間として募集後、本規定に従い受講者を審議、選抜する。
（３）受講者の選抜にあたっては、「企画・運営委員会」の委員及び理事から構成する選抜チームを設け、審議、選抜にあたることとする
　　（４）選抜の考え方は、以下を優先順位として受講者を決定することを基本とするが、ここ２，３年間の受講者選抜漏れの会社、及び非会員会社の申し込み状況を加味して、選抜チームで審議の上、受講者を決定することとする。

1 基礎コース、応用コースを併願応募した会社
2 本会正会員の会社
3 本会賛助会員の会社
4 本会の協賛学会会員の会社
（機械学会主催、本会協賛の歯車基礎講座修了者を優先的に配慮）
5 上記以外の会社
（改廃）
第５条　本細則の改廃は、「企画・運営委員会」において審議し、承認を経てこれを行う。


（付則）
（1） 本規定は、JGMAギヤカレッジ企画・運営委員会により起案され「企画・運営委員
会」の承認をもって制定。同日より施行する。
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